
四日市市告示第１６６号 

四日市市市街化調整区域における空き家賃貸活用補助金交付要綱の一部を改正する要綱

を次のように定める。 

令和８年３月３１日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市市市街化調整区域における空き家賃貸活用補助金交付要綱（令和６年四日市市告

示第２０４号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（補助対象の事業及び補助金の額等） 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以

下「補助事業」という。）及び補助金の額

は、次の表のとおりとする。ただし、１，

０００円未満の端数があるときはこれを

切り捨てた額とする。 

補助事業 補助金の額 

リフォーム工事 リフォーム工

事に要する費

用の３分の１

に相当する額

（ただし、５０

万円を上限と

する。） 

用途変更に伴う

都市計画法第４

２条第１項又は

第４３条第１項

に係る許可申請

書類の作成（以

下「許可申請書

類の作成」とい

う。） 

許可申請書類

の作成に要す

る費用（ただ

し、３０万円を

上限とする。） 

 

（補助対象の事業及び補助金の額等） 

第３条 補助金の交付対象となる事業（以

下「補助事業」という。）及び補助金の額

は、次の表のとおりとする。ただし、１，

０００円未満の端数があるときはこれ

を切り捨てた額とする。 

補助事業 補助金の額 

リフォーム工事 リフォーム工

事に要する費

用の３分の１

に相当する額

（ただし、５０

万円を上限と

する。） 

用途変更に伴う

都市計画法第４

２条第１項又は

第４３条第１項

に係る許可申請

書類の作成（以

下「許可申請書

類の作成」とい

う。） 

許可申請書類

の作成に要す

る費用（ただ

し、１０万円を

上限とする。） 

 

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

    (都市整備部都市計画課) 


